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人
権
の
広
場

じ
ん　

け
ん

ひ
ろ　

 

ば

６
月
23
日
〜
29
日
は

男
女
共
同
参
画
週
間

【
２
０
１
９
年
度
内
閣
府
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
】

「
男
女
共
同
参
『
学
』」

「
知
る 

学
ぶ 

考
え
る 

私
の
人
生 
私
が
つ
く
る
」

　

男
女
共
同
参
画
社
会
と
は
、
性
別
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ぞ

れ
の
個
性
や
能
力
を
発
揮
で
き
る
社
会
で
す
。
そ
の
社
会
づ
く
り
の
た
め

に
は
、
仕
事
と
生
活
の
調
和
（
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
）
の
実
現

が
不
可
欠
で
す
。
誰
も
が
、
子
育
て
や
介
護
が
必
要
な
時
期
な
ど
個
人
の

置
か
れ
た
状
況
に
応
じ
て
多
様
で
柔
軟
な
働
き
方
が
選
択
で
き
、
し
か
も

公
正
な
処
遇
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
大
切
な
こ
と
で
す
。
こ
の
週
間

を
機
に
、
み
な
さ
ん
も
自
身
の
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て

考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

問
合
先　

い
ず
み
さ
の
女
性
セ
ン
タ
ー
（
☎
・
Fax
４
６
９
・
７
１
２
５
）

６
月
は
「
就
職
差
別
撤
廃
月
間
」

し
な
い　

さ
せ
な
い　就

職
差
別

　　

就
職
の
面
接
で
、
本
人
や
家
族
の

出
身
地
や
職
業
、
思
想
・
信
条
な
ど

に
つ
い
て
質
問
す
る
こ
と
は
、
本
人

に
責
任
の
な
い
事
項
や
本
来
自
由
で

あ
る
べ
き
事
項
で
応
募
者
を
判
断
す

る
事
に
な
り
、
就
職
差
別
に
つ
な
が

る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

　

府
で
は
、
月
間
中
に
次
の
よ
う
な

啓
発
に
取
り
組
み
ま
す
。
就
職
の
機

会
均
等
を
保
障
す
る
こ
と
の
大
切
さ

に
つ
い
て
、
み
な
さ
ん
の
ご
理
解
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
就
職
差
別
１
１
０
番
】

●
相
談
専
用
電
話
番
号

　

☎
06
・
６
２
１
０
・
９
５
１
８

日
時　

６
月
３
日
㈪
〜
28
日
㈮
（
閉

庁
日
を
除
く
）
午
前
10
時
〜
午
後
6

時●
e
メ
ー
ル
に
よ
る
相
談

e
メ
ー
ル 
：rosei-g04@

sbox.pr
ef.osaka.lg.jp 

受
付
期
間　

６
月
１
日
㈯
〜
30
日
㈰

問
合
先　

府 

雇
用
推
進
室

（
☎
06
・
６
２
１
０
・
９
５
１
８
）

　　　　　　　泉佐野市人権を守る市民の会
2019年度学習会と総会

人権はいのちを守ること ～わたしはわたしのままでいい～
日時　6月22日㈯ 午後1時30分～（受付：午後1時～）
場所　エブノ泉の森 小ホール
※どなたでも参加できます。
内容・時間
●総会…午後1時30分～2時
●学習会…午後2時10分～3時50分
講演　LGBTと性の多様性　～誰もが自分らしく生きられるために～　
講師　砂川秀樹さん（文化人類学者）
問合先　泉佐野市人権を守る市民の会（人権推進課内）
※入場無料、手話通訳あり。一時保育（1歳～就学前・要予約）希望者は6月14日㈮まで

講師プロフィール
1966年、沖縄県生まれ。東京大学大学院総合文化研究科満期退学。1990年よりHIV/AIDSの民間活動に参加し、
94年より「ぷれいす東京」で活動。2000年に「東京レズビアン&ゲイパレード」の実行委員長、2005～2006年、
2009～2010年に同パレードの母体団体TOKYO Prideの代表を務めた。2011～2016年、沖縄でLGBTに関する
市民活動を行い、2013～2017年、「ピンクドット沖縄」を共同代表として実現。著書に「新宿二丁目の文化
人類学」（太郎次郎社エディタス）、「カミングアウト」（朝日新聞出版社）、共編著に「カミングアウト・レター
ズ」（太郎次郎社エディタス）。

登録しよう！本人通知制度
　私たちの個人情報は、知らない間に
他人に取得され、ストーカー行為や結
婚差別に悪用されるなど、多くの人権
侵害が起きています。そこで、戸籍な
どの不正取得防止策の１つとして各市
町村で本人通知制度が導入され、大阪
府内ではすべての市町村でこの制度が
採用されています。
　本人通知制度とは、事前に登録して
おくと、第三者に戸籍謄本や住民票な
どが交付された場合、本人に通知が届
く制度です。登録者の増加が、不正取
得の防止につながります。
　登録の受付は市民課で行っています。
※請求者の情報のすべてを、お知らせ
するものではありません。
問合先　人権推進課
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